
議案 第 ４０ 号

山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に基づき、山辺・県北西部

広域環境衛生組合規約を別紙のとおり変更することについて、同法第２９０条の規定により、

議会の議決を求める。

令和７年６月９日提出

三宅町長 森田 浩司



山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の一部を変更する規約

山辺・県北西部広域環境衛生組合規約（平成28年２月25日奈良県指令市町村

第1040号）の一部を次のように変更する。

第４条中「川原城町605番地」を「櫟本町3246番地１」に改める。

附 則

この規約は、令和７年８月１日から施行する。



山辺・県北西部広域環境衛生組合規約新旧対照表

改 正 案 現 行

（組合の事務所の位置）

第４条 組合の事務所は、天理市櫟本町3246番地１に置く。

附 則

この規約は、令和７年８月１日から施行する。

（組合の事務所の位置）

第４条 組合の事務所は、天理市川原城町605番地に置く。




